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Ⅰ．はじめに

　国際会計基準審議会（IASB）は、2020 年 5
月 14 日に、「不利な契約─契約履行のコスト
（IAS第 37 号の修正）」を公表した。本稿では、
IAS第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」
に関する修正が公表された背景及び概要につい
て解説する。なお、文中の意見にわたる部分は
すべて筆者の個人的見解であることをあらかじ
め申し添える。

Ⅱ．背　景

　IAS 第 37 号は、不利な契約を「契約による
債務を履行するための不可避的なコストが、当
該契約により受け取ると見込まれる経済的便益
を上回る契約」と定義している。また、IAS第
37 号は、契約による不可避的なコストは、契
約から解放されるための最小の正味コストを反
映し、それは契約履行のコストと、契約不履行
により発生する補償又は違約金のいずれか低い
方であるとも述べている。しかし、IAS 第 37
号は、契約履行のコストを算定するにあたって
どのコストを含めるべきかを定めていな
かった。

　IFRS 解釈指針委員会（IFRS─IC）は、契約
履行のコストを算定するにあたってどのコスト
を含めるべきかを明確化するよう求める要望書
を受けとった。具体的には、この要望書は工事
契約に言及していた。工事契約の会計処理は従
来、IAS 第 11 号「工事契約」の範囲に含まれ
ていて、当該基準が不利な工事契約についての
要求事項を含んでいた。IAS 第 11 号は現在で
は廃止されており、2018 年 1 月 1 日以後開始
する事業年度については、企業は IAS 第 37 号
を適用して、このような契約が不利かどうかを
評価することとされている。
　IFRS─IC は、IAS 第 37 号の適用にあたりど
のコストを含めるべきかに関して異なる見解が
あることに着目した。そうした異なる見解は、
企業の財務諸表に重要性のある相違を生じさせ
る可能性がある。したがって、IFRS─IC は、
契約履行のコストを算定するにあたってどのコ
ストを含めるべきかを IASB が明確化すること
を提案した。
　以上を踏まえて、IASB は、2018 年 12 月 13
日に公開草案「不利な契約─契約履行のコスト
（IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資
産」の修正案）」（以下「公開草案」という。）
を公表した。IASB は、その公開草案に寄せら
れたコメントを踏まえて審議を行い、確定した
のが今回の修正である。
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Ⅲ ．本修正及びその際に検討され
た主な事項の概要

1.　概　要
　IAS 第 37 号の修正における主な修正及びそ
の際に検討された事項は以下のとおりである。
詳しくは後述する。
⑴　IASB は、契約が不利であるかどうかを評
価する際に企業が契約履行のコストに何を含
めるべきなのかに関して、契約に直接関連す
るすべてのコスト（増分コストと契約の履行
に直接関連する他のコストの配分─例え
ば、契約の履行に使用される有形固定資産に
ついての減価償却費の配分）を含めることを
企業に要求することとした。
⑵　IASB は、公開草案において、契約に直接
関連するコストと直接関連しないコストの例
示のリストを含めることを提案していたが、
検討の結果、例示のリストを、契約に直接関
連するコストの種類のより全般的な記述（す
なわち、契約履行の増分コスト及び契約履行
に直接関連する他のコストの配分）に置き換
えることとした。
⑶　IASB は、本プロジェクトの一環として、
不利な契約の測定及び会計処理単位の選択の
ような他の側面を検討しないことを決定
した。
⑷　企業は IAS 第 37 号の修正を最初に適用す
る際、企業が最初に適用する事業年度の期首
（適用開始日）現在で存在する契約のみにつ
いて、比較情報の修正再表示をせずに適用す
ることが求められる。企業は修正の適用開始
の累積的影響を、適用開始日現在の利益剰余
金等の期首残高の修正として認識することが
求められる。なお、IFRS の初度適用企業に
対する経過措置は設けられていない。
　具体的には、不利な契約─契約履行のコスト
は以下のように変更されている（下線部分は現

行の IAS 第 37 号より追加した部分を、取消線
部分は現行の IAS 第 37 号より削除した部分を
示している。なお、IAS第 37 号第 68 項は修正
されていないが、参考として含めている。この
翻訳は、筆者が参考のために作成したものであ
るため、必ず原文を参照いただきたい。）。

修正後

不利な契約

…

68　本基準では、不利な契約を、契約による債
務を履行するための不可避的なコストが、当
該契約により受け取ると見込まれる経済的便
益を上回る契約と定義している。契約による
不可避的なコストは、契約から解放されるた
めの最小の正味コストを反映する。それは契
約履行のコストと契約不履行により発生する
補償又は違約金のいずれか低い方である。

68A　契約履行のコストは、契約に直接関連す
るコストで構成される。契約に直接関連する
コストは、次の両方で構成される。

⒜　当該契約の履行の増分コスト─例え
ば、直接労務費及び材料費
⒝　契約履行に直接関連するコストの配分
─例えば、当該契約の履行に使用される
有形固定資産の項目の減価償却費の配分

69　不利な契約に対する別個の引当金を設定す
る前に、企業は、当該契約に専用のの履行に
使用される資産に発生した減損があれば、そ
れを認識する（IAS 第 36 号参照）。

経過措置�

　　　…

94A　2020 年 5 月公表の「不利な契約─契約
履行のコスト」により、第68A項が追加され、
第 69 項が修正された。企業はそれらの修正
を、当該修正を企業が最初に適用する事業年
度の期首（適用開始日）現在で存在する契約
に適用しなければならない。企業は比較情報
を修正再表示してはならない。その代わりに、
企業は修正の適用開始の累積的影響を、適用
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2.　変更内容の具体的な説明
⑴　契約履行のコスト
　IASB は、契約が不利であるかどうかを評価
する際に企業が契約履行のコストに何を含める
べきなのかに関して、次の 2 つの考えを検討
した。
⒜　契約履行の増分コストのみ─例えば、
建物の建設に要する材料費及び労務費
⒝　契約に直接関連するすべてのコスト─
増分コストと契約の履行に直接関連する他の
コストの配分─例えば、契約の履行に使
用される有形固定資産についての減価償却費
の配分、又は契約の管理及び監督のコストの
配分
　IASB は、次のように考え、契約に直接関連
するすべてのコストを含めることを企業に要求
することを決定した。
⒜　契約に直接関連するコストのすべてを含め
ることが、より有用な情報を企業の財務諸表
の利用者に提供する。
⒝　当該情報を提供することの便益はコストを
上回る可能性が高い。
⒞　契約に直接関連するすべてのコストを含め
るという要求は、IAS 第 37 号の他の要求事
項及び他の IFRS 基準の要求事項と整合的で

ある。

①　有用な情報
　企業は契約を履行するために必要な資源をさ
まざまな方法で入手する可能性がある。例え
ば、企業が財を製造する契約又はサービスを提
供する契約を履行するために設備を必要とする
場合、当該契約に関してのみ使用するために設
備を借りるか、又は設備を購入していくつかの
契約で使用するかのいずれかができる。IASB
は、契約が企業の財政状態に与える影響の忠実
な表現を提供するために、企業は、契約を履行
するために必要とされる資源を識別し、それら
をどのように入手する見込みであるのかを問わ
ず、当該資源のコストを含めるべきであると結
論を下した。その評価において増分コストのみ
を含める（例えば、設備の賃借のコストは含め
るが、購入した設備の減価償却の配分は含めな
い。）ことは、他の契約と共有する資源のコス
トを認識しないことになる。
　IASB は、企業が遊休生産能力のある既存の
資産を使用して履行する契約を考慮した。その
ような契約から生じる収益が履行の増分コスト
を上回る場合には、当該契約は企業の財政状態
及び業績を改善することになる。しかし、使用
される生産能力のコストを当該収益が完全にカ
バーしない限り、契約が不利であるかどうかの
評価にあたり当該コストを含めることを要求す
る場合には、当該契約の締結によって現在の義
務が生じる時点で、企業は不利な契約の引当金
及び損失を認識することになる。
　IASB は、既存の遊休生産能力を使用して履
行される契約に関してさえも、契約に直接関連
するすべてのコストを含める（すなわち、使用
される生産能力のコストを含める。）ことが有
用な情報を提供すると結論を下した。使用され
る生産能力のコストを完全にはカバーしない価
格で契約を締結することによって、企業は、す

　開始日現在の利益剰余金（又は、適切な場合
には、資本の他の内訳項目）期首残高の修正
として認識しなければならない。

発効日�

　　　…

105　2020 年 5 月公表の「不利な契約─契約
履行のコスト」により、第 68A 項及び第 94A
項が追加され、第 69 項が修正された。企業は
当該修正を 2022 年 1 月 1 日以後開始する事業
年度に適用しなければならない。早期適用は
認められる。企業が当該修正を早期適用する
場合には、その旨を開示しなければならない。
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べての契約を同様の価格としたならば持続可能
とならないような価格で財又はサービスを供給
するために当該生産能力を使用することを確約
している。企業は、当該契約の存続期間にわた
り当該生産能力について損失を生じさせること
を実質的に確約している。IASB の考えでは、
契約が不利であるかどうかを評価するにあた
り、使用される生産能力のコストを含めること
は、財務諸表利用者にとって目的適合性があり
契約が企業の財政状態及び業績に与える影響を
忠実に表現する情報を提供する。IASB は、当
該契約に関する追加的な情報が企業の財務諸表
の理解への目的適合性がある場合には、企業は
当該情報を開示するであろうことに留意した。
　IASB は、他の IFRS 基準の要求事項につい
ても考慮した。いくつかの IFRS 基準（IAS 第
2 号「棚卸資産」など）は、非貨幣性資産の測
定にあたり含めるべきコストを定めている。そ
れらの詳細な要求事項は異なっているが、それ
らはすべて、資産の購入又は建設の増分コスト
と他の直接関連するか又は直接起因するコスト
（製造間接費など）の配分の両方を含めること
を企業に要求している。IASB は、財を引き渡
す契約が不利であるかどうかを評価するにあた
り、企業が当該契約の履行のコストを決定する
方法は、その財を保有している場合の財のコス
トを測定する方法とおおむね整合させるべきで
あると結論を下した。そのような整合性はより
有用な情報につながる。

②　要求事項の適用のコスト
　IASB は、製造業の企業が契約に直接関連す
るすべてのコストを見積って配分することは、
当該企業が契約に基づいて引き渡す財をまだ製
造していない場合には、コストが掛かる可能性
があるという指摘について議論した。
　IASB は、IAS 第 2 号が、製造された棚卸資
産の原価を生産の増分コストと製造間接費の配

分の両方を含む金額で測定することを企業に要
求していることに留意した。さらに、棚卸資産
を供給する契約を締結する製造業の企業は、価
格設定の意思決定をするためにこれらのコスト
に関する情報を必要とする可能性が高い。した
がって、当該企業は、締結した契約に直接関連
するコストを見積って配分するために必要な情
報をすでに有している可能性が高い。したがっ
て、IASB は、契約に直接関連するコストを見
積って配分するという要求は、提供される情報
の有用性を上回るコストを課すものではないと
結論を下した。

③�　IAS 第 37 号における他の要求事項及び他
の IFRS基準における要求事項との整合性

　IAS 第 37 号は、不利な契約を「契約による
義務を履行するための不可避的なコストが、当
該契約により受け取ると見込まれる経済的便益
を上回る契約」と定義している。IASB は、契
約履行の不可避的なコストとは、企業が当該契
約を有しているために回避できないコスト（当
該契約を有していなかったならば回避できるコ
ストではなく）であると結論を下した。企業が
ある契約を有しているために回避できないコス
トには、当該契約の増分コストと契約（当該契
約を含む。）の履行に直接関連する他のコスト
の配分の両方が含まれる。
　IASB は、契約履行の増分コスト以外のコス
トを含めることが IAS 第 37 号の他の要求事項
と不整合となるかどうかについて議論した。こ
の見解を有する者は、検討対象としている契約
を履行するかどうかに関係なく企業に当該他の
コストが生じるので、当該コストは「契約履
行」のコストではない（事業の運営のコストで
ある。）と指摘した。IAS 第 37 号第 18 項は、
将来において営業を行うために発生する必要の
あるコストについて引当金は認識されないと定
めており、IAS第 37 号第 63 項は将来の営業損
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失の認識を禁止している。
　しかし、IASB は、次のように考え契約が不
利であるかどうかを評価するにあたり契約に直
接関連するすべてのコストを含めるという要求
は、IAS 第 37 号の他の要求事項と整合的であ
ると結論を下した。
⒜　不利な契約の引当金を認識するにあたり、
企業は当該コスト自体について引当金を認識
するのではない。すなわち、当該コストをそ
れ自体で現在の義務として識別しようとする
のではない。むしろ、企業は、他の経済的便
益と交換に財又はサービスを引き渡す現在の
義務を認識しようとするのであり、当該義務
の測定を当該義務を履行するために使用され
るすべての資源のコストを含んだ金額で行う
のである。
⒝　IAS第 37 号第 63 項は、企業が将来の営業
損失を認識することを禁止している。そのよ
うな損失は負債ではないからである。言い換
えると、企業には当該損失を負担する現在の
義務を有していない。それと対照的に、契約
が不利であるかどうかを評価するにあたり、
企業は既存の契約に基づく現在の義務の履行
のコストを決定する。したがって、契約が不
利であるかどうかを評価するにあたり契約に
直接関連するすべてのコストを含めること
は、企業が将来の営業損失を認識する結果と
はならない。
　また、IASB は、契約に直接関連するすべて
のコストを含めるという要求は、IFRS 第 17
号「保険契約」（以下「IFRS 第 17 号」とい
う。）は、保険契約が不利であるかどうかを評
価するにあたり、契約の履行に直接関連するす
べてのコストを含めることを保険者に要求して
おり、IFRS 第 17 号と整合的であると考えた。

⑵　例　示
　公開草案において、IASB は契約に直接関連

するコストと直接関連しないコストの例示のリ
ストを含めることを提案していた。
　IASB の公開草案に対する一部のコメント提
出者は、提案された例示と、非貨幣性資産の原
価を測定するにあたりどのコストを含めるべき
かを定めている他の IFRS 基準における例示と
の間の相違を指摘した。それらのコメント提出
者は、それらの他の IFRS 基準で記述されてい
るコストの一部が、IAS 第 37 号を適用した場
合に企業によって契約に直接関連するコストと
みなされるのかどうかを明確化するよう IASB
に要望した。コメント提出者は、財又はサービ
スを引き渡す契約以外の契約に直接関連するコ
ストの例を示すことも IASBに要望した。
　このフィードバックに対応して、IASB は、
例示のリストを、契約に直接関連するコストの
種類のより全般的な記述（すなわち、契約履行
の増分コスト及び契約履行に直接関連する他の
コストの配分）に置き換えることを決定した。
IASB は、より全般的な記述は次のような効果
があると結論を下した。
⒜　財又はサービスを提供する契約だけでな
く、すべての種類の契約に適用できる。

⒝　異なる IFRS 基準における設例の文言の些
細な相違による意図しない帰結が避けら
れる。

⒞　特定のコストが契約に直接関連するのかど
うかを企業が判断できる枠組みを提供する。

⑶�　減損した資産についての要求事項と相互関係
　IAS第 37 号第 69 項は、企業が不利な契約に
ついて引当金を設定する前は、企業が「当該契
約の履行に使用される」資産について発生した
減損損失を認識することを要求している。第
69 項は、当初は「当該契約に専用の」資産に
言及していた。しかし、「専用の」という用語
は、当該契約にのみ使用され、他の契約には使
用されない資産のみに適用されるものと読まれ
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る可能性がある。IASB は、第 69 項の用語を
修正して、不利な契約の引当金の設定前の減損
損失を認識するという要求は、契約が不利であ
るかどうかを評価するにあたりコストが考慮さ
れるすべての資産に適用される旨を明確化する
ように修正した。

⑷　範　囲
　IASB の修正案に対する一部のコメント提出
者は、IAS 第 37 号における不利な契約の要求
事項の下記のような他の側面を明確化するよう
にプロジェクトの範囲を拡大することを IASB
に要望した。
⒜　不利な契約の測定─企業が不利な契約
についての引当金を測定するにあたり、当該
契約が不利であるかどうかを評価するにあ
たって考慮するのと同じコストを考慮するの
かどうか。
⒝　会計処理単位の選択─企業は、不利な
契約の要求事項を適用する際に、類似した契
約のグループを結合したり契約を構成要素に
分解したりすべきかどうか、また、その場
合、どのようなときにそうすべきか。
　IASB は、上記の検討をするとプロジェクト
が長引き、緊急とみなされている修正の公表が
遅れることになるため、IAS 第 37 号における
不利な契約の要求事項の他の側面を検討しない
ことを決定した。結果、契約が不利であるかど
うかを評価するにあたり企業が含めることを要
求されるコストの明確化以外には、IAS 第 37
号の要求事項を変更していない。

3.　経過措置
⑴�　すでに IFRS 基準を使用して報告している
企業

　移行時に、企業はこの修正を適用開始日にお
いてすべての義務を履行したわけではない契約
のみに、比較金額の修正再表示はせずに適用す
ることを要求される。IASB は、企業が比較金
額を修正再表示するために必要な情報を入手す
ることは困難でコストが掛かる場合があり、そ
れにより提供される情報が企業に生じる可能性
のあるコストを正当化するほど十分に有用であ
る可能性は低いと結論を下した。
　IASB は、比較金額を修正再表示する選択肢
を企業に提供しない（すなわち、IAS 第 8 号
「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」
で定義している遡及適用の選択肢を提供しな
い。）ことを決定した。IASB は、その選択肢
を提供することの便益は限定的であり、複雑性
及びこの修正を発効日において適用する企業の
財務諸表の間での比較可能性の喪失の方が上回
るであろうと結論を下した。

⑵　最初の IFRS財務諸表を表示する企業
　公開草案において、IASB は、現行の IFRS
第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」が不利
な契約についての IAS 第 37 号の要求事項に例
外や免除を設けていないため、初度適用企業に
対する経過措置を提案せず、IAS 第 37 号の修
正においても IFRS の初度適用企業に対する経
過措置を設けていない。


